
重層的支援体制整備事業について

令和７年１１月２０日

福祉政策課

1

資料7－1



• ８０５０問題 ８０代の親と５０代のひきこもりの子の世帯

• ダブルケア 育児と介護を同時に担う

• ヤングケアラー 本来は大人が担うと想定されている家事や家族の世話な

どを子どもが日常的に行う

地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支
援体制を構築するため「重層的支援体制整備事業」の創設

重層的支援体制整備事業創設の背景

従来の福祉サービスでは対応が困難な新たな課題が生じている

例）
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※令和３年４月１日社会福祉法改正



船橋市の重層的支援体制整備事業 全体像（イメージ） Ｒ５.４.１～

① 包括的相談支援事業

（断らない相談）

・既存の窓口において、
世代や属性を問わず、相談を包括的に受け止める

・適切な部署へのつなぎ、連携により解決を図る

② 多機関協働事業

・役割分担・各分野へのつなぎ調整

・情報収集、直接話を聞く

・複合的課題を抱えた人等の個別の支援プラン作成

Ⅱ 参加支援

・ひきこもり状態の人などの
社会とのつながりを回復させる

・必要な資源を開拓し、本人のニーズに
あわせて資源との間を取り持つ

Ⅲ 地域づくり支援

地域における多世代の交流や
多様な活躍の場を確保する地域づくり

相

談

支

援

複
合
的
課
題

な
ど

③ アウトリーチ支援

・地区社協活動拠点整備、生活支援コーディネーターの配置、
地域福祉支援員の配置 （地域福祉課）

・地域活動支援センターへの補助 （障害福祉課）

・地域活動支援センター設置 （保健総務課）

・シルバーリハビリ体操推進事業、

アクティブシニア介護予防補助金 （健康づくり課）

・地域子育て支援センター設置 （地域子育て支援課） 他

【主な相談窓口の例】

地域包括支援センター、基幹相談支援センター「ふらっと船橋」、

子育て世代包括支援センター「ふなここ」、子育て支援センター 他

調
整
・

役
割
分
担

調整役：地域福祉課・「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」

Ⅰ

・就労準備支援事業 （地域福祉課 ※さーくる・市社協で実施）

※生活困窮者が対象であるが、対象を拡大し、生活困窮者以外も対象とする
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相談者

包括的相談支援事業（一次相談） 市の既存の各相談窓口

包括的相談支援事業では解決が難しい困難ケースについて、ケースに応じた関係部署等を が招集※し、会議を開催する。
会議の中で支援の方向性（個別支援計画）の協議・役割分担などを行い、関係部署間で連携の上、 オーダーメイド型の支援を行う。

※重層的支援会議（本人同意あり） or  支援会議（本人同意なし）

多機関協働事業（二次相談）

高齢関係
部署

子育て
関係部署

障害関係
部署

その他
部署

多機関協働事業（二次相談）に移行するのか、 と 一緒に検討

子育て
関係部署

障害
関係部署

高齢
関係部署

生活困窮
関係部署 住まい

関係部署

税務
関係部署

民生委員・
児童委員

町会・
自治会

市社会福
祉協議会

自立相談
支援機関
（Ａ）

保健と福
祉の総合
相談窓口
（Ｂ）

「保健と福祉の総合相談窓口さーくる」

上記で解決できない対応困難ケース（課題が複合化・制度の狭間など）は へ連絡さーくる 保健と福祉の総合相談窓口（Ｂ）

さーくる 保健と福祉の総合相談窓口（Ｂ）地域福祉課

地域福祉課

生活困窮
関係部署

地福※ 含む

既存の相談窓口において断らずに包括的に相談を受け止める・支援機関間で連携して解決する。

地域福祉課…会議の開催（主催）、支援機関間の役割分担・調整

福祉政策課…会議への出席、多機関協働事業の運営に関する評価・見直し等

協働で行う

さーくる 保健と福祉の総合相談窓口（B)…プランの作成・管理・評価、支援機関間の役割分担・調整

市の既存の相談窓口から多機関協働事業を活用するまでの流れ
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まずは、既存
の相談窓口
同士の連携

解決が難しい
場合はみんな
で検討


